
柏崎刈羽原子力発電所４号炉
高経年化技術評価（30年目）の概要

2023年11月2日
東京電力ホールディングス株式会社

資料3-1



1

○はじめに

○柏崎刈羽原子力発電所４号炉の高経年化技術評価の実施内容

○高経年化技術評価の評価対象，劣化事象の抽出

○技術評価

○耐震安全性評価

○まとめ

○訂正箇所

参考（柏崎刈羽原子力発電所４号炉の概要と保全実績）

参考（柏崎刈羽原子力発電所３号炉との比較）

参考（訂正箇所の詳細説明及び3号炉是正処置との関係性）

目次



2

３号炉にて発生した事象に対する是正処置の取り組み状況
３号炉の高経年化技術評価にて先行号炉の設備情報を参照したこと等による多くの設備情報の誤りが生じた対策として，４

号炉の評価において以下の是正処置を実施した上で高経年化技術評価書を作成した。
なお4号炉高経年化技術評価に使用した設備情報は，全て4号炉の設備情報により，作成を行った。

①個々の気づきや懸念をフォローする体制構築
• 高経年化技術評価に必要な情報を精査し，関係者全員が同一の判断となるように４号炉高経年化技術評価書等の作成・確認要領を改

訂した上で当該号炉の設備情報を用いて評価を行うことを周知・徹底した。

• 組織としてマネジメント面でフォローするためにプロジェクト体制を構築した。プロジェクトリーダーは，メンバーに対して社外文

書における情報の重要性を伝えるとともに委託先も含めてメンバーから不安や悩みを直接受け入れることも周知し，定期的な会議開

催により進捗や課題解決を実施した。

• 設備主管グループは，業務上の３Ｈ（初めて，変更，久しぶり）に該当する課題を確認し，定期的な作業会議で報告した。また，必

要に応じて委託先も出席し状況確認を実施した。

• 高経年化評価グループの管理職は，報告された課題等により計画を見直す必要が発生した場合は，実施連絡会にて報告，審議を実施

した

• 品質保証グループは「適切性確認」において上記対応が出来ていることを含めて確認し，作業ＷＧ／実施連絡会にて報告した。

②委託先に対する管理強化
• 高経年化評価グループ及び品質保証グループは，委託先に対する監査を実施し是正処置が社内文書等に反映され実行されていること

を確認した。

③作業手順書の見直し
• 設備詳細仕様の整理方法及び，評価書への反映方法やエビデンスの確認方法について手順書を改訂し明確化し作業ＷＧ等で周知を実

施した。

• 評価書に関わる設備情報は当該号炉の設備情報を用いて行うことを手順書に明確化し作業ＷＧ等で周知を実施した。

• 業務に携わる者に対する教育プログラムを定め，作成手順やノウハウに関する教育実施について手順書に明確化し作業ＷＧ等で周知

を実施した。

④再委託先の管理強化
• 委託仕様書への仕様調査結果提出時期等のホールドポイントの明示及び定期的な進捗管理を行う等，再委託先への管理を強化した。

はじめに（４号炉の高経年化技術評価にあたって）
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○柏崎刈羽原子力発電所４号炉について
・原子炉設置許可 1987年 4月
・建設工事開始 1988年 2月
・営業運転開始 1994年 8月11日
・新規制基準への適合性に係る申請 未申請

✓2024年8月11日に営業運転開始後，30年を迎える。

○評価の前提とする原子炉の運転状態
✓2024年8月11日に営業運転開始後30年を迎えることから，「実用発電
用原子炉の設置，運転等に関する規則（第82条 第1項）」に基づき高経
年化技術評価を実施した。

✓高経年化技術評価は，発電用原子炉の冷温停止状態（燃料が炉心に装荷
された状態を含む。）が維持されることを前提としたもののみとした。※

※「実用発電用原子炉施設における高経年化対策実施ガイド（令和2年3月31日改正）」3.1
⑧に，下記に該当する場合は冷温停止状態が維持されることを前提としたもののみ行うこと
が規定されている。
・実用炉規則第82条第1項又は第3項の規定に基づく高経年化技術評価を行う場合で，運転
開始以後30年又は運転開始以後50年を経過する日において，実用発電用原子炉及びその
附属施設の技術基準に関する規則（平成25年原子力規制委員会規則第6号。以下「技術基
準規則」という。）（同日において適用されているものに限る。）に定める基準に適合し
ないものがある場合



柏崎刈羽原子力発電所4号炉の高経年化技術評価の実施内容
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○最新知見及び運転経験の反映
✓原子力発電所の経年劣化に関する最新知見及び国内外の運転経験について
調査・分析し，反映要否を検討し，反映要と判断したものについて，高経
年化技術評価に反映する。なお，先行号炉からの具体的な反映事項はない。

●最新の経年劣化事象に関する知見
原子力発電所に関する国及び学協会で制定された規格・基準類ならびに

原子力規制委員会がホームページ上で公開しているデータベースにおける
試験研究の情報。

●原子力発電所の運転経験
以下の情報等から劣化評価に必要な運転経験を入手・反映検討
・国内トラブル情報
（一般社団法人）原子力安全推進協会が運営する原子力施設情報公開
ライブラリーにおいて公開されている事例のうち，トラブル情報等及
び保全品質情報。

・海外トラブル情報
米国の原子力規制委員会から発行されている情報。
（Bulletin , Generic Letter , Information Notice）
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○評価の実施内容
✓評価対象機器・構造物

・原子炉の冷温停止状態が維持されることを前提とした評価であることから，「発電用軽水型原
子炉施設の安全機能の重要度分類に関する審査指針（平成2年8月30日原子力安全委員会決定
）」のクラス1，2及び3の機能を有するもののうち，原子炉の冷温停止状態の維持に必要なも
のとした。

✓評価期間
・30年目の高経年化技術評価を原子炉の冷温停止が維持されることを前提としたもののみ行うこ
とから，プラントの運転を開始した日から40年間とした。

✓評価の内容
・「技術評価」

・「耐震安全性評価」

✓新規制基準の施行に伴い，新たに設置が必要な浸水防護施設*1並びに常設重大事故等
対処設備*2に属する機器・構造物については，今回の高経年化技術評価の対象として
いない。

✓耐震安全性評価における基準地震動は，「実用発電用原子炉施設における高経年化対
策実施ガイド（令和2年3月31日改正）附則（平成25年6月19日）の「2）経過措
置①」に従い，「発電用原子炉施設に関する耐震設計審査指針（平成18年9月19日

原子力安全委員会決定）」による基準地震動Ssを用いた。

*1：実用発電用原子炉の設置，運転等に関する規則別表二において規定される浸水防護施設

*2：実用発電用原子炉及びその附属設備の位置，構造及び設備の基準に関する規則（平成25年
原子力規制委員会規則第5号）第43条第2項に規定される常設重大事故等対処設備
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高経年化技術評価の実施フロー

評価の流れ

評価対象機器・構造物の抽出

機器のグループ化及び代表機器の選定

想定される経年劣化事象の抽出

着目すべき経年劣化事象の抽出

経年劣化事象の評価

代表機器以外への展開

高経年化対応項目の抽出

長期施設管理方針の策定

耐震安全性評価

原子炉の冷温停止状態維持に必要となるもの

「腐食（全面腐食）」
「低サイクル疲労」
「中性子照射脆化」
「中性子照射による靭性低下」

冷温停止維持状態における運転条件を考慮

「低サイクル疲労」
「中性子照射脆化」
「照射誘起型応力腐食割れ」
「２相ステンレス鋼の熱時効」
「電気・計装品の絶縁特性低下」
「コンクリートの強度低下及び遮へい能力の低下」



高経年化技術評価の評価対象，劣化事象の抽出
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○評価対象機器・構造物の抽出
✓「発電用軽水型原子炉施設の安全機能の重要度分類に関する審査指針」において定義される
クラス1，2及び3に該当する機器及び構造物のうち，発電用原子炉の冷温停止状態の維持に
必要な機器及び構造物を全て抽出した。ただし，機器単位で長期にわたり使用せず，定期的に
取り替えるもの（燃料集合体等）は除外した。

○機器のグループ化及び代表機器の選定
✓評価対象として抽出されたものを，「ポンプ」，「熱交換器」などの13機種*1に区分した。
✓13機種に区分したものを構造（型式等），使用環境（内部流体等），材料等により分類し，
グループ化を行った。

✓グループ化したものから，重要度，運転状態*2等により代表機器または構造物を選定した。
→代表機器または構造物について評価を行い，その結果をグループ内の全ての機器または
構造物に水平展開した。

*1：「ポンプ」，「熱交換器」，「ポンプモータ」，「容器」，「配管」，「弁」，「炉内構造物」，

「ケーブル」，「コンクリート及び鉄骨構造物」，「計測制御設備」，「空調設備」，「機械設備」，
「電源設備」

*2： 冷温停止維持状態における運転条件を考慮（冷温停止維持のため，運転条件が厳しくなる機器の例：

残留熱除去系ポンプ，残留熱除去系ポンプモータ他）

○想定される劣化事象の抽出
✓抽出された評価対象機器の使用条件（型式，材料，環境条件等）を考慮し，「日本原子力学
会標準 原子力発電所の高経年化対策実施基準：2008」等に基づき，「経年劣化メカ
ニズムまとめ表」を参考に抽出した。



技術評価（高経年化対策上着目すべき経年劣化事象の抽出）
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○高経年化対策上着目すべき経年劣化事象の抽出
✓高経年化対策上着目すべき経年劣化事象の抽出フローを示す。

評価対象機器・構造物の抽出

主要６事象に該当する
経年劣化事象であるか

下記のイ，ロに該当する経年劣化事象を除外

高経年化対策上着目すべき経年劣化事象

YES

NO

主要6事象とは，実用発電用原子炉施設における高経
年化対策実施ガイドに規定される以下の事象である。
・低サイクル疲労
・中性子照射脆化
・照射誘起型応力腐食割れ
・2相ステンレス鋼の熱時効
・電気・計装品の絶縁低下
・コンクリートの強度低下及び遮へい能力低下

✓「実用発電用原子炉施設における高経年化対策審査ガイド」を参考に，以下に該当するものを除外し高経年化対策上着目すべき
経年劣化事象を抽出した。

イ．想定した劣化傾向と実際の劣化傾向の乖離が考え難い経年劣化事象であって，想定した劣化傾向等に基づき適切な保全活動
を行っているもの

ロ．現在までの運転経験や使用条件から得られた材料試験データとの比較等により，今後も経年劣化の進展が考えられない，
または進展傾向が極めて小さいと考えられる経年劣化事象



技術評価（高経年化対策上着目すべき経年劣化事象の抽出）
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○主要6事象の抽出結果
✓主要６事象については，高経年化対策上着目すべき経年劣化事象として以下の劣化事象が抽出された。

・『低サイクル疲労』
・『中性子照射脆化』
・『照射誘起型応力腐食割れ』
・『2相ステンレス鋼の熱時効』
・『電気・計装品の絶縁特性低下』
・『コンクリートの強度低下及び遮へい能力低下』
なお，主要6事象以外に高経年化対策上着目すべき経年劣化事象として抽出された劣化事象はない。

✓主要６事象のうち，以下の経年劣化事象については，原子炉の冷温停止状態において劣化の進展が想定
されない経年劣化事象であることから，40年まで劣化進展はないとして評価した。

・低サイクル疲労：評価対象となる機器が有意な熱・圧力等の過渡を受けないため，劣化の進展が想定されない。
・中性子照射脆化：評価対象となる機器が燃料からの中性子照射を受けないため，劣化の進展が想定されない。
・照射誘起型応力：評価対象となる機器が燃料からの中性子照射を受けないため，劣化の進展が想定されない。
腐食割れ

・２相ステンレス：評価対象となる機器が一定以上の高温状態とならないため，劣化の進展が想定されない。

鋼の熱時効

✓主要６事象のうち，以下の経年劣化事象については，原子炉の冷温停止状態においても劣化の進展
が想定される経年劣化事象であることから，運転開始後40年までの劣化進展を考慮した評価とした。

・電気・計装品の絶縁特性低下
・コンクリートの強度低下及び遮へい能力低下



技術評価（高経年化対策上着目すべき経年劣化事象の抽出）
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○主要6事象に対する評価対象機器一覧

事象 評価対象機器 主な評価部位

低サイクル疲労

容器 原子炉圧力容器 ノズル等

配管

ステンレス鋼配管 原子炉冷却材再循環系配管

炭素鋼配管 給水系配管

弁 仕切弁，玉型弁，逆止弁 弁箱

炉内構造物 炉心シュラウド,シュラウドサポート

中性子照射脆化 容器 原子炉圧力容器 胴

照射誘起型応力腐食割れ

炉内構造物 上部格子板，炉心シュラウド等

制御棒 制御材被覆管等

2相ステンレス鋼の熱時効 弁 仕切弁 弁箱



技術評価（高経年化対策上着目すべき経年劣化事象の抽出）
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○主要6事象に対する評価対象機器一覧（続き）

事象 評価対象機器 主な評価部位

電気・計装品の絶縁特性低下

高圧ポンプモータ，低圧ポンプモータ
電動弁用駆動部，ファン及び空調機
冷凍機，ダンパ及び弁
非常用ディーゼル機関付属設備
燃料取替機，原子炉建屋クレーン
圧縮空気設備，ディーゼル発電設備

固定子コイル及び口出線・接続部品

電気ペネトレーション シール材，同軸ケーブル，電線及び熱収縮チューブ

高圧ケーブル，低圧ケーブル，同軸ケーブル
ケーブル接続部

絶縁体等

計測制御装置 温度検出器

非常用ディーゼル機関付属設備 始動電磁弁コイル

燃料取替機，原子炉建屋クレーン ブレーキ電磁コイル

高圧閉鎖配電盤
断路部，計器用変圧器，支持サポート，主回路導体
支持碍子及び主回路断路部

動力用変圧器 変圧器コイル，支持碍子

コントロールセンタ，バイタル電源用CVCF
直流電源設備，計測用変圧器

変圧器コイル

ディーゼル発電設備
回転子コイル，励磁用可飽和変流器，励磁用変圧器
及びリアクトル，計器用変圧器

コンクリートの強度低下及び
遮へい能力低下

原子炉建屋，タービン建屋，海水熱交換器建
屋，取水構造物，非常用ガス処理系配管ダク
ト，原子炉補機冷却水系配管ダクト，排気筒

コンクリート構造物

○次ページより各事象の代表的な評価結果を示す



技術評価（低サイクル疲労）
12

設計・建設規格に基づき，運転実績によ
る過渡回数を用いて疲労評価を実施した結
果，使用環境影響を考慮した場合でも，全
ての対象機器において疲労累積係数は許容
値1を下回ることを確認した。

計画的に超音波探傷検査，漏えい検査及
び目視点検等を実施し，有意な欠陥のない
ことを確認している。

健全性評価結果より，疲労割れが発生す
る可能性は小さく，今後も実過渡回数によ
る評価を行うことが有効である。
また，当面の冷温停止状態においては，

有意な熱過渡はなく，今後の疲労割れの発
生・進展の可能性はないと判断する。

高経年化対策の観点から現状保全の内容
に追加すべき項目はなく，今後も現状保全
を継続していく。

○対象機器選定の考え方

○評価対象機器

健全性評価

現状保全

総合評価

高経年化への対応

プラントの起動・停止時等に温度・圧力変化の影響を受
ける機器を評価対象として選定している。

○評価結果

評価対象機器
（部位）

設計・建設規格の
疲労曲線による解析

環境疲労評価手
法による解析

原子炉圧力容器
（給水ノズル）

0.034 0.237

ステンレス鋼配管
（原子炉冷却材再循環系配管）

0.002 0.032

炭素鋼配管
（給水系配管）

0.040 0.099

弁
（原子炉冷却材再循環系ポンプ吐出弁）

0.036 0.804

炉心シュラウド 0.001 0.004

シュラウドサポート 0.005 0.014

評価対象機器 主な評価部位

容器 原子炉圧力容器 ノズル等

配管
ステンレス鋼配管 原子炉冷却材再循環系配管

炭素鋼配管 給水系配管

弁 仕切弁，玉型弁，逆止弁 弁箱

炉内構造物
炉心シュラウド
シュラウドサポート



技術評価（中性子照射脆化）
13

中性子照射脆化に対する健全性評価上厳
しい箇所である炉心領域の胴について実施
監視試験結果より，原子炉圧力容器炉心

領域の中性子照射脆化は（JEAC4201-
2007/2013追補版）による予測の範囲内
であることを確認した。
最低使用温度は，破壊力学的検討により

求めたマージン24℃を考慮すると，現時点
（2022年8月１１日時点）で8℃となる。

記載の母材の関連温度移行量の測定値と
予測値のグラフについては，JEAC4201-
2007/2013追補版より求めた予測値に対
して第1回（加速）試験結果の関連温度移
行量が予測内であることを示したものであ
る。
（2022年8月11日時点の関連温度移行量
24℃に対して第1回（加速）関連温度移行
量23℃）

母材の関連温度移行量の測定値と予測値

評価時期 材 料

関連温度

初期値

（℃）

関連温度

移行量

（℃）

関連温度

（℃）

破壊力学的

検討による

マージン（℃

）

胴の最低

使用温度

（℃）

2022 年 8

月 11日時

点

母材 -40 24 -16

24 8溶接金属 -45 24 -21

熱影響部 -40 24 -16

関連温度の予測値

健全性評価

【評価対象機器】
原子炉圧力容器（胴）

第1回（加速）
関連温度移行量：23℃

注：グラフのプロット範囲はJEAC4201に記載の60EFPYまでの中性子照射量の範囲を記載



技術評価（中性子照射脆化）
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健全性評価結果から，現状までの運転において炉心領域部材の照射脆化が問題となる可能性は小さい。
今後は冷温停止状態において劣化進展する事象ではないため，健全性に対して影響を及ぼす可能性はな

いと判断する。

胴の中性子照射脆化に対しては，最新の脆化予測式による評価を採用する。

設計・建設規格及びJEAC4201-2007/2013追補
版に基づき計画的に監視試験を実施し破壊靭性の変化
を予測している。

監視試験の結果から，JEAC4206-2007に基づき
漏えい検査温度を設定している。

原子炉圧力容器に対しては，供用期間中検査で超音
波探傷検査および漏えい検査を実施し，有意な欠陥の
ないことを確認している。

現時点（2022年8月１１日時点）での上部棚吸収エ
ネルギーの予測を行いJEAC4206-2007で要求して
いる68Ｊ以上を満足していることを確認した。

上部棚吸収エネルギーの予測値

初期値 2022年8月11日時点

母材 246 213

溶接金属 226 182

熱影響部 270 233

（単位：J）

健全性評価（続き）

現状保全

高経年化への対応

総合評価



技術評価（照射誘起型応力腐食割れ）
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【評価対象機器】
炉内構造物（上部格子板，炉心シュラウド等）
制御棒（制御材被覆管等）

照射誘起型応力腐食割れに着目した点検を計画
的に実施することとしている。

計画的に目視点検を実施することで健全性の確
認は可能と判断する。

なお，当面の冷温停止状態においては，高速中
性子照射をほとんど受けることはないため，照射
誘起型応力腐食割れの発生・進展の可能性はない
と判断する。

高経年化対策の観点から現状の保全内容に追加
すべき項目はなく，今後も現状保全を継続してい
く。

【評価例】
上部格子板（グリッドプレート）

溶接部はなく，運転中の差圧，熱，自重等に起
因する引張り応力成分は低いことから，しきい照
射量を超えるものの照射誘起型応力腐食割れ発生
の可能性はない。

○上部格子板構造図

健全性評価

現状保全

総合評価

グリッドプレート

高経年化への対応

A A

A-A断面



技術評価（2相ステンレス鋼の熱時効）
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熱時効による靭性低下は，フェライト量が
多く，使用温度が高いほど大きくなる。靭性
が低下した状態で亀裂が存在する場合には小
さな荷重で亀裂が進展し，不安定破壊を引き
起こす可能性がある。

分解点検時の目視点検等により，健全性を
確認している。

高温環境下のため熱時効により破壊靭性が
低下する可能性はあるが，分解点検時に目視
点検及び浸透探傷検査により亀裂がないこと
を確認しており，熱時効が問題となる可能性
は小さい。
なお，当面の冷温停止状態においては，有

意な熱過渡はなく，今後の疲労割れの発生・
進展する可能性はない。

現状保全の項目に高経年化対策の観点から
追加すべき項目はない。
今後も現状保全を継続していく。

○抽出の考え方

2相ステンレス鋼（ステンレス鋳鋼）の熱時効は，
同材料が高温環境下に長時間さらされた場合，材料劣
化が進行して靭性が低下する劣化事象であり，靭性が
低下した状態で亀裂が存在する場合には不安定破壊を
引き起こす可能性がある。
従って，使用材料が2相ステンレス鋼（ステンレス

鋳鋼）で，使用温度が250℃以上となる機器のうち，
亀裂の原因となる経年劣化事象の発生が想定される部
位を抽出した。

評価対象機器：仕切弁 主な評価部位

評価例
原子炉冷却材再循環系ポン
プ吐出弁

弁箱，弁ふた，弁体

○評価対象機器

健全性評価

現状保全

総合評価

高経年化への対応

○評価結果
原子炉冷却材再循環系ポンプ吐出弁の弁箱は，2相

ステンレス鋼で使用温度は250℃以上であり，亀裂の
原因となる低サイクル疲労割れが想定されるが，運転
開始後40年時点を想定した低サイクル疲労評価を実施
した結果，疲れ累積係数は許容値1以下であることを
確認したことから，熱時効が問題となる可能性はない
と判断する。



技術評価（電気・計装品の絶縁特性低下）
17

健全性評価

現状保全

総合評価

高経年化への対応

○評価対象機器（代表例）

評価対象機器 主な評価対象部位

ポンプモータ等 固定子コイル，
口出線・接続部品

固定子コイル及び口出線・接続部品は，機械的，
熱的，電気的及び環境的要因により経年的に劣化が
進行し，絶縁特性低下を起こす可能性があることか
ら，長期間の使用を考慮すると固定子コイル及び口
出線・接続部品の絶縁特性低下の可能性は否定でき
ない。

固定子コイル及び口出線・接続部品の絶縁特性
低下に対しては，点検時に絶縁抵抗測定及び絶縁
診断試験を行い絶縁特性に有意な変化がないこと
及び固定子コイルの目視点検，清掃を実施し異常
のないことを確認している。

また，これらの点検で有意な絶縁特性の変化が
認められた場合は，洗浄，乾燥及び絶縁補修（絶
縁物にワニスを注入）または固定子コイル及び口
出線・接続部品を取り替えることとしている。

さらに，当面の冷温停止状態においては，冷温
停止状態の維持のため必要な運転状態を加味し，
定例的な切替を含む日常保全や状態監視を適切な
頻度で継続し，必要に応じて補修・取り替えを行
うこととしている。

固定子コイル及び口出線・接続部品の絶縁特性
低下の可能性は否定できないが，絶縁特性低下は
点検時における絶縁抵抗測定，絶縁診断試験及び
目視点検で把握可能と考える。

また，当面の冷温停止状態においても，必要な
運転状態を加味し，今後も定例切替を含む日常保
全や状態監視を継続し，必要に応じて適切な対応
を40年時点まで継続することにより，当面の冷
温停止状態の健全性は維持できると判断する。

固定子コイル及び口出線・接続部品の絶縁特性
低下に対しては，高経年化対策の観点から現状の
保全内容に対し追加すべき項目はなく，今後も現
状保全を継続していく。



技術評価（コンクリートの強度低下及び遮へい能力低下）
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劣化要因のうち，アルカリ骨材反応及び凍結融解については，下表に示す理由により，高経年化対策上
着目すべき経年劣化要因ではないと判断した。

○アルカリ骨材反応及び凍結融解による強度低下
想定した劣化傾向と実際の劣化傾向の乖離が考え難い経年劣化事象及び要因であって想定した劣

化傾向等に基づき適切な保全活動を行っているもの

高経年化対策上着目すべき経年劣化要因ではないと判断した理由

経年劣化事象 劣化要因 説明

強度低下

アルカリ骨材
反応

使用している骨材については，試験によりコンクリート構造物の健全性に影
響を与えるような反応性がないことを確認している。
なお，定期的に点検マニュアルに基づく目視点検を行っており，アルカリ骨

材反応に起因すると判断されるひび割れ等は認められていない。

凍結融解

日本建築学会「建築工事標準仕様書・同解説JASS5 鉄筋コンクリート工
事」（2022）に示される凍害危険度の分布図によると柏崎刈羽４号炉の周辺
地域は凍結融解の危険性がない地域に該当している。
なお，定期的に点検マニュアルに基づく目視点検を行っており，凍結融解に

起因すると判断されるひび割れ等は認められていない。

健全性評価

【評価対象構造物】
原子炉建屋，タービン建屋，海水熱交換器建屋，取水構造物，非常用ガス処理系配管ダクト，原子炉補

機冷却水系配管ダクト，排気筒（コンクリート構造物）



技術評価（コンクリートの強度低下及び遮へい能力低下）
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40年の供用を想定して，高経年化対策上着目すべき劣化要因である熱，放射線照射，中性化，塩分浸透
及び機械振動について評価した。評価結果を下表に示す。

高経年化対策上着目すべき劣化事象及び劣化要因ごとの健全性評価結果

経年劣化事象 劣化要因 説明

強度低下

熱＊
温度分布解析の結果，コンクリートの温度制限値（局部では90℃，一般部では65℃）以

下であることを確認した。

放射線照射＊

放射線照射量解析の結果，運転開始後40年時点で予想される中性子照射量及びガンマ線
照射量は，各種文献等を踏まえ，コンクリート強度に影響を及ぼす可能性のある放射線照射
量ではないことを確認した。

中性化
運転開始後40年時点における中性化深さの推定値は，いずれの評価点においても鉄筋が

腐食し始める時点の中性化深さを下回ることを確認した。

塩分浸透
運転開始後40年時点における鉄筋の腐食減量の推定値は，いずれの評価点においても，

かぶりコンクリートにひび割れが発生する時点の鉄筋の腐食減量を下回ることを確認した。

機械振動
定期的に目視点検を実施し，コンクリート表面において，強度に支障をきたす可能性のあ

る欠陥がないことを確認している。

遮へい能力低下 熱＊ 全ガンマ線束による発熱を考慮して温度分布解析を行った結果，コンクリート温度制限
値（中性子遮へいで 88℃以下，ガンマ線遮へいで 177℃以下）を下回ることを確認した。

＊：原子炉の冷温停止状態が維持されることを前提とした場合，劣化の進展が考えられない経年劣化要因

健全性評価（続き）



○コンクリート構造物の健全性維持の観点から，定期的にコンクリート表面の目視点検を実施し
ている。目視点検の結果，ひび割れ幅等から評価し，補修が必要となるひび割れ等が確認され
た場合は，構造上問題となるひび割れ等の即時補修が必要な場合を除き，その経過を継続的に
監視しつつ，点検実施後数年以内を目途に補修を計画，実施している。

○ガンマ線遮へい壁コンクリートについては，鋼板で覆われているため，目視点検等は実施でき
ないが，放射線量を日常的に監視している。

○健全性評価結果から判断して，今後，強度低下が急激に発生する可能性は小さい。
また，定期的な目視点検により補修対象となったひび割れ等の補修を計画，実施しているた

め，現状の保全方法は，コンクリート構造物の健全性を維持する上で適切である。

○熱によるコンクリート構造物の遮へい能力低下については，現状において問題はなく，今後も
遮へい能力低下が急激に発生する可能性は極めて小さい。

○高経年化対策の観点から現状の保全内容に対し追加すべき項目はなく，今後も現状保全を継続
していく。

技術評価（コンクリートの強度低下及び遮へい能力低下）
20

現状保全

高経年化への対応

総合評価



耐震安全性評価
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○耐震安全上考慮する必要のある経年劣化事象の抽出

技術評価で想定される経年劣化事象

耐震安全性評価対象外
耐震安全上考慮する必要のある

経年劣化事象

今後も経年劣化の進展が考え
られない，または進展傾向が極

めて小さい

振動応答特性上または構造・強
度上「軽微もしくは無視」できな

い

現在発生しているか，または将
来にわたって起こることが否定

できない

YES

NO

YES

YES NO

NO



耐震安全性評価
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○耐震安全性評価に用いる地震力

耐震重要度 評価に用いる地震力

Sクラス

基準地震動SSにより定まる地震力*1

弾性設計用地震動Sdにより定まる地震力*2とSクラスの機器に適用される
静的地震力のいずれか大きい方

Bクラス Bクラスの機器に適用される地震力*3

Cクラス Cクラスの機器に適用される静的地震力

*1：発電用原子炉施設に関する耐震設計審査指針（平成18年9月19日）に従い策定を進めて

いた地震動及び新潟県中越沖地震の地震観測データにより設定した地震動を踏まえた地震

動により定まる地震力。

（参考資料）

「柏崎刈羽原子力発電所における平成19 年新潟県中越沖地震時に取得された地震観測データの分析

及び基準地震動に係る報告書」（平成20年5月22日（平成20年9月22日補正））

*2：基準地震動SSにより定まる地震力に係数0.5を乗じて設定した地震力。

*3：支持構造物の振動と共振のおそれのあるものについては，弾性設計用地震動Sdによる地震

力の1/2についても考慮する。



耐震安全性評価
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○耐震安全上考慮する必要のある経年劣化事象に対する評価結果の概要

耐震安全上考慮する
必要のある
経年劣化事象

機器・構造物 評価結果の概要

低サイクル疲労
容器，配管，弁，
炉内構造物

運転実績による過渡回数を考慮した疲労累積係数と，地震時の疲労累積
係数の合計値が許容値である1を下回ることを確認

中性子照射脆化 容器
原子炉圧力容器胴（炉心領域）について，中性子照射脆化と地震を考慮
した場合の温度・圧力制限曲線を求め健全性を確認

中性子照射による
靭性低下

炉内構造物
想定亀裂について地震時における応力拡大係数を算出し，中性子照射に
よる靭性低下を考慮した材料の破壊靭性値を下回ることを確認

腐食（全面腐食）
熱交換器，
基礎ボルト

機器に対して全面腐食による減肉を想定し，地震時の発生応力が許容応
力を下回ることを確認

➢ 耐震安全上考慮する必要のある経年劣化事象を加味した耐震安全性評価を実施した結
果，耐震安全性に問題がないことを確認した。

➢ 耐震安全性の観点から，現状保全に追加すべき新たな保全策はないことを確認した。



耐震安全性評価－低サイクル疲労（炉内構造物）の評価例
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現状保全

耐震安全性評価

高経年化への対応

維持規格等に基づき計画的に水中テレビカメ
ラにより代表部位の目視点検を行い，有意な欠
陥がないことを確認している。

さらに，次回高経年化技術評価時に，実過渡
回数の確認による疲労評価を行うこととしてい
る。

運転実績回数による疲れ累積係数に，基準地震
動Ssを用いた疲れ解析から求められる疲れ累積係
数を加算して評価を実施し，その合計値が許容値
である１を下回ることを確認した。

さらに，新潟県中越沖地震による影響評価とし
て，同地震による疲れ累積係数を，上記の疲れ累
積係数の合計値が最大のものに加算して評価を実
施し，その合計値についても許容値である１を下
回り，耐震安全性に問題のないことを確認した。

耐震安全性の観点

から現状の保全内容
に追加すべき項目は
ない。

評価対象
運転実績回数に
基づく疲れ累積係数
（環境を考慮）

地震動による
疲れ累積係数
（Ｓs地震動）

地震動による*3

疲れ累積係数
（新潟県中越沖地震）

合計*2

（許容値１を下回る）

炉心シュラウド 0.004*1 0.000 － 0.004*4

シュラウドサポート 0.014*1 0.001 0.000 0.015*4

評価の流れ

*1：環境考慮
*2：日本機械学会「発電用原子力設備規格 設計・建設規格（2005年版（2007年追補版を含む））」により算出。
*3：運転実績回数及びSs地震動による疲れ累積係数の評価結果より評価結果が厳しくなるシュラウドサポートを代表で実施
*4：評価対象に設定した評価点のうち，各疲れ累積係数ごとに最大値を示す評価点の値を合計したもの。

（詳細は補足説明資料を参照のこと）

技術評価結果に基準地震動Ssによる
疲れ累積係数を加算

上記結果の最大値に対して，新潟県
中越沖地震による疲れ累積係数を加算

・環境を考慮した疲れ累積係数が
許容値１を下回ることを確認

技術評価にて実施

地震の影響評価のため，技術評価と同様の
解析モデルを用いて地震動による応力解析
／疲れ解析を実施

地震による影響を考慮した疲れ累積係数が
許容値１を下回ることを確認

基準地震動Ssを考慮した疲れ累積係数が
許容値１を下回ることを確認

低サイクル疲労（炉内構造物）の耐震安全性評価結果

評価対象機器の概略図



まとめ
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健全性評価

・傾向管理データによる評価
・最新の技術的知見に基づいた評価
・解析等の定量的評価 など

現状保全

・点検内容（手法，範囲，頻度）
・関連する機能試験内容
・点検・補修

総合評価

柏崎刈羽原子力発電所４号炉のプラントを構成する機器・構造物について，高経年
化技術評価を実施した結果，冷温停止状態の維持に必要な機器・構造物については，
現状の保全を継続していくことにより，冷温停止状態の維持における機器・構造物の
健全性がプラントの運転開始後40年時点においても確保される見通しを得た。

高経年化への対応

高経年化技術評価の結果から，現状の保全策に追加すべき項目は抽出されなかった。

長期施設管理方針の策定

高経年化対策の観点から充実すべき施設管理の項目はなかった。



まとめ
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今回実施した高経年化技術評価は，現在の最新知見に基づき実施したものであるが，今後以
下に示すような運転経験や最新知見等を踏まえ，適切な時期に再評価を実施していく。

・材料劣化に係る安全基盤研究の成果
・これまで想定していなかった部位等における経年劣化事象が原因と考えられる国内外の
事故・トラブル

・関係法令の制定及び改廃
・原子力規制委員会からの指示
・材料劣化に係る規格・基準類の制定及び改廃
・発電用原子炉の運転期間の変更
・発電用原子炉の定格熱出力の変更
・発電用原子炉の設備利用率（実績）から算出した原子炉容器の中性子照射量
・点検・補修・取り替えの実績

当社は，高経年化に関するこれらの活動を通じて，今後とも原子力発電所の安全・安定運転
に努めるとともに，安全性・信頼性のより一層の向上に取り組んでいく所存である。



訂正箇所（事案内容）
評価書作成における劣化事象抽出（熱時効）にて，実施基準による評価対象となる条件※では，「評価対象外」もしくは「劣化

事象として考慮不要：△事象」に整理される機器になるところ，「評価対象：○事象」として誤って抽出していることを確認。事
案の詳細については下記参照 （例：抽出誤りの発生したほう酸水注入系逆止弁） ※実施基準 C.5ステンレス鋼鋳鋼の熱時効
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具体的訂正対象機器を次ページに示す

誤った判断の詳細
事案1：使用温度250℃未満の機器を「評価対象：○事象」と抽出・・・2系統に誤りを確認
下記ステップ1及びステップ2において 正しい判断： 誤った判断：

事案2：使用温度は250℃以上だが，劣化の原因となる経年劣化事象の想定がない機器を「評価対象：○事象」と
抽出・・1系統に誤りを確認

下記ステップ1及びステップ2において 正しい判断： 誤った判断：

ステップ2
熱時効事象分類スクリーニングフローにて最終的に評価対象機器を抽出

ステップ1
冷温停止に必要な機器を抽出し部品展開及び使用材料等
の調査を行い設備詳細仕様表を作成の上，評価書へ展開

ここで当該弁は格納容器外に設置されていること，及
び通常時は流れがなくRPV側から炉水が流入することも
ないため，実際の使用温度は250℃未満になる弁である

熱時効の対象はステップ1において「ステンレス鋳鋼」＋
「最高使用温度250℃以上」の機器を抽出

※1

※2

※1「最高使用温度」と記載
※2「使用温度」と記載

：誤った判断

：事案1の正しい判断

：事案2の正しい判断

「評価対象：○事象」と判断



訂正箇所（訂正箇所及び類似箇所の確認結果）
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➢ 訂正対象機器

対象評価書（別冊） 分類 対象 誤った判断

弁の技術評価書
1.仕切弁

残留熱除去系※ 正：対象外 誤：○事象

原子炉冷却材浄化系※ 正：△事象 誤：○事象

3.逆止弁 ほう酸水注入系PCV外側逆止弁及び内側逆止弁 正：対象外 誤：○事象

耐震評価書 弁 弁の技術評価書側で熱時効対象設備が変更に伴う評価対象機器の変更 －

※非代表機器のため評価書では系統で記載：事案1の正しい判断 ：事案2の正しい判断を記載記載の矢印は前ページのステップ2における

類似事象の確認内容

確認事項1：熱時効事象の抽出誤り

確認事項2：劣化事象全体の抽出誤り有無

確認結果
◆ 確認事項1：熱時効事象の抽出誤り

確認内容：ステンレス鋳鋼かつ最高使用温度250℃以上の条件だけで判断している機器が他に無いかを確認

確認範囲：4号炉高経年化技術評価対象の全ての機器

→確認完了，上記訂正箇所に記載の3系統の弁に抽出誤りを確認，他の設備に抽出誤り無し

なお以下についても同様の抽出誤りがないか確認

確認事項1-1：先行高経年化技術評価の熱時効事象抽出誤り有無

確認内容：既実施済みの先行高経年化技術評価における熱時効抽出誤りの有無

確認範囲：熱時効事象分類スクリーニングフローは5号炉高経年化技術評価の審査段階において，作成し補足説明資料に反映した。

後続号炉はその熱時効事象分類スクリーニングフローを用いて熱時効の抽出を実施していることから，5号炉の後続号炉

である2号炉及び3号炉を確認

→確認完了，抽出誤り無し

確認事項1，2のイメージ

：確認事項1の範囲

：確認事項2の範囲



訂正箇所（訂正箇所及び類似箇所の確認結果）
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確認結果（前ページから続き）

確認事項2：劣化事象全体の抽出誤り有無

確認内容：全ての経年劣化事象の抽出について誤りの有無を確認

確認範囲：4号炉高経年化技術評価対象の全ての機器

→確認完了

①熱時効と同様の劣化事象の抽出誤りなし

②表記の誤りを1件確認

上記②表記の誤り1件の内容

対象ページ：機械設備の技術評価書 7 原子炉建屋クレーン 7-17ページ 表2.2-1

概要

原子炉建屋クレーンのリミットスイッチについては定期取替品であり，評価対象部位の抽出～評価まで本文の記載は定期取替品として評
価を実施。しかしながら経年劣化事象の抽出結果を一覧表の形式でまとめている表2.2-1について，導通不良の欄に誤って△を記載してい
たものである。（定期取替品は経年劣化事象の対象無し）高経年化技術評価の流れと本誤りの関係ついて下記に示す。

なお具体的内容については参考資料の変更前後表参照

評価対象部位の抽出

経年劣化事象の抽出

経年劣化事象の抽出結果を一覧表にまとめ

経年劣化事象の評価

→誤りなし

→誤りなし

→誤りなし

→誤り（リミットスイッチについて導通不良の欄に△を記載）

リミットスイッチ配置図

水色枠：横行用リミットスイッチ取り付け位置
赤色枠：走行用リミットスイッチ取り付け位置

リミットスイッチは，クレーンの走行，横行等の位置検出を行って

おり，走行のリミットスイッチはクレーン本体の脇，横行のリミット
スイッチは，ガーダ上に設置されています。
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発生要因

当社

➢ 主管G作成担当者が，委託先より提出された評価書（案）を確認する際に，最高使用温度で抽出する手順は認識していた
が，使用温度で絞り込む熱時効事象分類スクリーニングフローがガイドに明記されておらず，知らなかった。また，上覧
時「○事象」と抽出後の評価内容に間違いは無かったため，評価対象抽出の誤りに気がつかなかった。

➢ 高経年化評価Gは過去の高経年化技術評価の際に使用温度で絞り込む熱時効事象分類スクリーニングフローを決めていた
が，ヒアリング資料にのみ記載し，社内の手順に反映しなかった。

委託先

➢ 最高使用温度で抽出された設備を，実際の使用温度で絞り込む熱時効事象分類スクリーニングフローについて，委託先の
手順書に明確になっておらず，弁担当者は実際の使用温度で絞り込まなかった。

➢ 弁担当者は最高使用温度で評価対象を抽出した際，先行号炉と抽出結果が異なっていることを認識しており，自身で相違
理由を確認後にコメント管理表※へ記載しようとしたが失念し，委託先社内及び当社と共有できなかった。

※委託先内及び当社と評価内容の特記事項等を記載し共有する管理表

是正処置

当社

高経年化評価Gは「高経年化技術評価に関するガイド」に熱時効事象分類スクリーニングフローを手順に明記する。また委
託先へ発注する際の要求仕様に明記する。

委託先

・高経年化技術評価手順に使用温度で絞り込む熱時効事象分類スクリーニングフローを手順に明確化する。

・評価書作成時に特記事項や先行号炉からの差異等を記載するコメント管理表の運用方法を明確にする。

共通

今後高経年化技術評価において新たに定めた評価手順等について，手順への反映漏れを防止するため，実施連絡会，作業
WGの実施内容に手順への反映事項等の振り返りを実施するホールドポイントを明記する。

訂正箇所（主な発生要因と是正処置）

◆ 原因分析の結果～上記再発防止策の詳細検討結果については参考資料参照

補足：熱時効事象分類スクリーニングフローの作成～4号炉の評価までの経緯

5号炉評価書作成 熱時効の抽出方法が不明確
熱時効事象分類スクリーニングフローを作成し補足
説明資料に記載

社内の手順に未反映

後続号炉も同様の抽出方法で評価
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参考

（柏崎刈羽原子力発電所４号炉の概要と保全実績）



柏崎刈羽原子力発電所4号炉の概要
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○柏崎刈羽原子力発電所4号炉の主要仕様

・電気出力 約1,100MW
・原子炉型式 沸騰水型軽水炉
・原子炉熱出力 約3,300MW
・燃料 濃縮ウラン

（燃料集合体764体）
・減速材 軽水
・タービン くし形6流排気式



柏崎刈羽原子力発電所4号炉運転状況の推移（1/2）
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○発電電力量・設備利用率の年度推移
過去約30年間を遡った時点までの発電電力量・設備利用率の推移を見ると，

発電電力量・設備利用率が低下する明確な傾向は認められない。

2007年7月の新潟県中越沖地震の際
に冷温停止して以降，冷温停止維持
状態を継続中。
なお，地震に伴う復旧工事は新規制
対応の取組みと併せて継続中。
（P35参照）

冷温停止維持状態



柏崎刈羽原子力発電所4号炉運転状況の推移（2/2）
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○計画外停止回数の年度推移
過去約30年間を遡った時点までの計画外停止（自動停止及び手動停止）件

数の推移を見ると，計画外停止件数が増加する明確な傾向は認められない。



4号炉の新潟県中越沖地震後の点検・復旧作業の状況
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➢ 新潟中越沖地震後の設備健全性に係る点検・評価
2007年７月16日に発生した新潟県中越沖地震を受け，計画・実施している

柏崎刈羽原子力発電所4号炉における点検・評価の現状については以下の通り。

◆機器レベルの点検・評価
→実施済み

◆系統レベルの点検・評価
→検討中（新潟中越沖地震後の設備健全性に関わる計画の策定まで）

➢ 耐震安全性評価及び耐震強化工事
4号炉について中越沖地震に伴う耐震補強工事は完了，耐震補強工事の内容の

詳細は補足説明資料 耐震安全性評価 別紙1参照



運転開始以降に実施した主な改善
36

○主要機器更新状況・改善の状況
柏崎刈羽原子力発電所4号炉において，発電所の安全性・信頼性を向上され

るために実施した最近の主な改善としては，以下に示すものがある。

柏崎刈羽原子力発電所4号炉 安全性・信頼性向上のための主な改善

工事名 実施時期 内容

原子炉冷却材再循環
系配管の配管取替及
び予防保全工事（水
冷溶接，高周波誘導
加熱応力改善法及び
固溶化熱処理）

第7回定期検査
（2002～2003年度）
第8回定期検査
（2004～2005年度）
第9回定期検査
（2006年度）

原子炉冷却材再循環系配管については，第7回定期検査
（2002～2003年度），第8回定期検査（2004～2005年
度）及び第9回定期検査（2006年度）において亀裂が確認さ
れたため，第7回定期検査（2002～2003年度），第8回定期
検査（2004～2005年度）及び第9回定期検査（2006年
度）に新規配管に取り替えを実施し，応力腐食割れ対策として
水冷溶接，高周波誘導加熱応力改善法及び固溶化熱処理による
予防保全を実施している。
また原子炉圧力容器のノズルと配管の取合部について第9回

定期検査（2006年度）に応力腐食割れ対策として，高周波誘
導加熱応力改善法による予防保全を実施している。

炉心シュラウドの
ウォータージェット
ピーニング法よる応
力改善

第8回定期検査
（2004～2005年度）

炉心シュラウドについて，第8回定期検査時（2004～
2005年度）に，溶接部の一部についてウォータージェット
ピーニング法により溶接残留応力を圧縮側に改善する予防保全
を実施している。



運転開始以降に実施した主要機器の改善状況
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原子炉冷却材再循環系配管の配管取替及び予
防保全工事（水冷溶接，高周波誘導加熱応力
改善法及び固溶化熱処理）

柏崎刈羽原子力発電所4号炉の安全性・信頼性向上のための主な改善状況

炉心シュラウドのウォータージェットピーニ
ング法よる応力改善



○評価の実施に係る組織
二次文書「高経年化技術評価マニュアル（NE-55-21）」に基づき，評価の実施に

係わる役割を設定。

なお，必要な調査及び技術評価書（案）の作成等について，東電設計株式会社へ委託
しており，委託に関する手続き及び管理については，「調達管理基本マニュアル」等に
基づき行っている。

高経年化技術評価の実施体制
38



高経年化技術評価実施工程
39

○工程管理
「実用発電用原子炉施設における高経年化対策実施ガイド」等に基づき，運転開始後28年9ヶ月を経過する日から3ヶ月以内に国へ

保安規定変更認可申請を行うべく工程管理を実施。

・2021年8月5日に実施計画を策定し，高経年化技術評価を開始
・2023年7月19日に発電所の品質保証グループによる高経年化技術評価書の適切性確認を完了
・原子力発電保安運営委員会へ付議し，2023年7月20日に発電所長が承認。



40

参考

（柏崎刈羽原子力発電所3号炉との比較）
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項目 ３号炉 ４号炉 備考

原子炉設置許可
建設工事開始
営業運転開始

１９８７年 ４月
１９８７年 ７月
１９９３年 ８月１１日

１９８７年 ４月
１９８８年 ２月
１９９４年 ８月１１日

実績による差異

新規制基準への適合性に係
る申請

未申請 差異無し

評価の前提とする原子炉の
運転状態

冷温停止状態
（燃料が炉心に装荷された状態を含む）

差異無し

最新知見及び運転経験の反
映

●最新の経年劣化事象に関する知見
●原子力発電所の運転経験（国内トラブル情報等，海外トラブル情報）

3号炉評価から追加な
し

評価の対象機器・構造物 「発電用軽水型原子炉施設の安全機能の重要度分類に関する審査指針（平成２
年８月３０日原子力安全委員会決定）」のクラス１，２及び３の機能を有する
もののうち，原子炉の冷温停止状態の維持に必要なもの（ただし，機器単位で
長期にわたり使用せず，定期的に取り替えるもの（燃料集合体等）は除外）

差異無し

評価期間 冷温停止が維持されることを前提としたもののみ評価を行うことから，プラン
トの運転を開始した日から４０年間

差異無し

評価の内容 ●技術評価
●耐震安全性評価

差異無し

新規制基準施行に伴い設置
が必要な浸水防護施設，常
設重大事故等対処設備

評価対象外 差異無し

耐震安全性評価に用いる基
準地震動Ss

「発電用原子炉施設に関する耐震設計審査指針（平成１８年９月１９日原子力
安全委員会決定）」に従い策定を進めていた地震動及び新潟県中越沖地震の地
震観測データにより設定した地震動を踏まえた地震動

差異無し
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項目 ３号炉 ４号炉 備考

評価対象機器のグループ化
及び代表機器の選定

• 評価対象として抽出されたものを「ポンプ」「熱交換器」など１３機種に区分
１３機種に区分したものを構造，使用環境，材料等により分類しグループ化

• グループ化したものから重要度，運転状態等により代表機器または構造物を選定
代表機器または構造物について評価を行い，その結果をグループ内の全ての機器
または構造物に水平展開

差異無し

高経年化対策上着目すべき
経年劣化事象の抽出

• 主要６事象に該当する経年劣化事象
• 主要６事象ではない経年劣化事象のうち，「想定した劣化傾向と実際の劣化傾向
の乖離が考え難い経年劣化事象であって，想定した劣化傾向等に基づき適切な保
全活動を行っているもの」「現在までの運転経験や使用条件から得られた材料試
験データの比較等により，今後も経年劣化の進展が考えられない，または進展傾
向が極めて小さいと考えられる経年劣化事象」に該当しない経年劣化事象

差異無し

高経年化対策上着目すべき
経年劣化事象の抽出結果

「低サイクル疲労」「中性子照射脆化」「照射誘起型応力腐食割れ」「２相ステン
レス鋼の熱時効」「電気・計装品の絶縁特性低下」「コンクリートの強度低下及び
遮へい能力低下」

差異無し

主要６事象のうち，原子炉
の冷温停止状態において劣
化の進展が想定されない経
年劣化事象

「低サイクル疲労」「中性子照射脆化」「照射誘起型応力腐食割れ」「２相ステン
レス鋼の熱時効」
※至近のプラント停止時点まで評価

差異無し

主要６事象のうち，原子炉
の冷温停止状態においても
劣化の進展が想定される経
年劣化事象

「電気・計装品の絶縁特性低下」「コンクリートの強度低下及び遮へい能力低下」
※運転開始後４０年まで評価

差異無し
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項目 ３号炉 ４号炉 備考

技術評価（低サイクル疲
労）

・健全性評価
全ての評価部位で疲労累積係数は１を下回ることを確認

・現状保全
有意な欠陥のないことを確認

・総合評価
今後も実過渡回数による評価を行うことが有効

・高経年化への対応
現状保全を継続

差異無し

技術評価（中性子照射脆
化）

・健全性評価
監視試験結果より，原子炉圧力容器炉心領域の中性子照射脆化は予測の範囲内
であることを確認，上部吸収エネルギーの予測値６８Ｊ以上

・現状保全
監視試験を実施し破壊靭性の変化を予測
監視試験の結果から漏えい検査温度を設定
供用期間中検査で健全性を確認

・総合評価
中性子照射脆化が機器の健全性に影響を与える可能性はないと判断

・高経年化への対応
現状保全を継続

材料成分等の評価条件
の違いによる最低使用
温度の差異

胴の最低使用温度１２℃ 胴の最低使用温度８℃

技術評価（照射誘起型応
力腐食割れ）

・健全性評価
しきい照射量を超える上部格子板について評価を実施
上部格子板グリッドプレート中央部に溶接部はなく，運転中の差圧，熱，自重
に起因する引張り応力成分は低いことから照射誘起型応力腐食割れ発生の可能
性はない

・現状保全
照射誘起型応力腐食割れに着目した点検を計画的に実施することとしている。

・総合評価
計画的に目視点検を実施することで健全性の確認は可能と判断

・高経年化への対応
現状保全を継続

差異無し
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項目 ３号炉 ４号炉 備考

技術評価（２相ステン
レス鋼の熱時効）

・健全性評価
靭性が低下した状態で亀裂が存在する場合には小さな荷重で亀裂が進展し，不安定破
壊を起こす可能性があるが，亀裂の原因となる割れ等が発生する可能性は小さい

・現状保全
分解点検時の目視点検等により健全性を確認

・総合評価
高温環境下のため熱時効により靭性が低下する可能性があるが，目視点検等により亀
裂がないことを確認しており，冷温停止状態においては亀裂の原因となる割れは発
生・進展することがないことから熱時効が問題となる可能性はないと判断

・高経年化への対応
現状保全を継続

差異無し

技術評価（電気・計装
品の絶縁特性低下）

・健全性評価
機械的，熱的，電気的及び環境的要因により経年的に劣化が進行し，絶縁特性低下を
起こす可能性があることから，長期間の使用を考慮すると絶縁特性低下の可能性は否
定できない

・現状保全
点検時に絶縁抵抗測定や絶縁診断試験を行い絶縁特性に有意な変化がないことを確認
目視点検，清掃を実施し異常のないことを確認
有意な絶縁特性の変化が認められた場合は洗浄，乾燥及び絶縁補修または取替を実施
当面の冷温停止状態においては，冷温停止状態の維持のため必要な運転状態を加味し，
定例的な切替を含む日常保全や状態監視を適切な頻度で継続し，必要に応じて補修・
取替を実施

・総合評価
絶縁特性低下は点検で把握可能
必要に応じて適切な対応をとることにより，当面の冷温停止状態における健全性は維
持できると判断

・高経年化への対応
現状保全を継続

差異無し



柏崎刈羽原子力発電所３号炉との比較
45

項目 ３号炉 ４号炉 備考

技術評価（コンクリー
トの強度低下及び遮へ
い能力低下）

➢ 健全性評価
アルカリ骨材反応及び凍結融解については高経年化対策上着目すべき経年劣化要因では

ないと判断

• 強度低下（熱）
温度分布解析の結果，温度制限値以下であることを確認

• 強度低下（放射線照射）
影響を及ぼす可能性のある放射線照射量ではないことを確認

• 強度低下（中性化）
中性化深さの推定値は，鉄筋が腐食し始める時点の中性化深さを下回ることを確認

• 強度低下（塩分浸透）
鉄筋の腐食減量の推定値は，かぶりコンクリートにひび割れが発生する時点の鉄筋の
腐食減量を下回ることを確認

• 強度低下（機械振動）
定期的に目視点検を実施し，強度に支障をきたす可能性のある欠陥がないことを確認

• しゃへい能力低下（熱）
全ガンマ線束による発熱を考慮した温度分布解析により，コンクリート温度制限値を
下回ることを確認

➢ 現状保全
定期的に目視確認を実施
コンクリートの強度低下及び遮へい能力低下に影響を与えるひび割れがないことを確認
必要に応じて補修を実施
非破壊試験等を実施し，強度に急激な劣化が生じていないことを確認

➢ 総合評価
コンクリートの強度低下及び遮へい能力低下が急激に発生する可能性は小さい
保全内容は適切

➢ 高経年化への対応
現状保全を継続

差異無し
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項目 ３号炉 ４号炉 備考

耐震安全性評価（耐震
安全上考慮する必要の
ある経年劣化事象の抽
出）

高経年化対策上着目すべき経年劣化事象（○事象）と高経年化対策上着目すべき経年
劣化事象ではない事象（日常劣化管理事象）（△事象）のうち，「現在発生しているか，
又は将来にわたって起こることが否定できないもの」で，かつ「振動応答特性上，又は
構造・強度上「軽微もしくは無視」できる事象ではない経年劣化事象」について経年劣
化を考慮した耐震安全性評価を実施

差異無し

耐震安全性評価（耐震
安全性評価に用いる地
震力）

耐震重要度Ｓクラス
基準地震動Ｓｓにより定まる地震力及び弾性設計用地震動Ｓｄにより定まる地震力※

とＳクラスの機器に適用される静的地震力のいずれか大きい方
耐震重要度Ｂクラス
Ｂクラスの機器に適用される地震力

耐震重要度Ｃクラス
Ｃクラスの機器に適用される静的地震力

※基準地震動Ssにより定まる地震力に係数0.5を乗じて設定した地震力

差異無し
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項目 ３号炉 ４号炉 備考

耐震安全性評価（耐震
安全上考慮する必要の
ある経年劣化事象に対
する評価結果の概要）

・低サイクル疲労
運転実績による過渡回数を考慮した疲労
累積係数と，地震時の疲労累積係数の合
計値が許容値である1を下回ることを確
認

・中性子照射脆化
原子炉圧力容器胴（炉心領域）について，
中性子照射脆化と地震を考慮した場合の
温度・圧力制限曲線を求め健全性を確認

・中性子照射による靭性低下
想定亀裂について地震時における応力拡
大係数を算出し，中性子照射による靭性
低下を考慮した材料の破壊靭性値を下回
ることを確認

・腐食（流れ加速型腐食）
配管に対して流れ加速型腐食による減肉
を想定し，地震時の発生応力が許容応力
を下回ることを確認

・腐食（全面腐食）
機器に対して全面腐食による減肉を想定
し，地震時の発生応力が許容応力を下回
ることを確認

• 低サイクル疲労
運転実績による過渡回数を考慮した
疲労累積係数と，地震時の疲労累積
係数の合計値が許容値である1を下回
ることを確認

• 中性子照射脆化
原子炉圧力容器胴（炉心領域）につ
いて，中性子照射脆化と地震を考慮
した場合の温度・圧力制限曲線を求
め健全性を確認

・中性子照射による靭性低下
想定亀裂について地震時における応
力拡大係数を算出し，中性子照射に
よる靭性低下を考慮した材料の破壊
靭性値を下回ることを確認

・腐食（全面腐食）
機器に対して全面腐食による減肉を
想定し，地震時の発生応力が許容応
力を下回ることを確認

4号炉は流れ加速
型腐食の考慮が必
要な部位の材質が3
号炉と異なるため,
耐震評価における
FAC事象の評価対
象なし

材質
3号炉：炭素鋼
4号炉：低合金綱
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項目 ３号炉 ４号炉 備考

まとめ 高経年化への対応
高経年化技術評価の結果から，現状の保全策に追加すべき項目は抽出されなかっ

た。

差異無し

高経年化技術評価の実施
体制

・本社原子力設備管理部
設備技術Ｇ，建築技術Ｇ，
原子力耐震技術センター機器耐震技術Ｇ

・柏崎刈羽原子力発電所
原子力発電保安運営委員会
第一保全部 高経年化評価Ｇ
第一運転管理部 燃料Ｇ
第一保全部 土木Ｇ，建築Ｇ，

原子炉Ｇ，タービンＧ，
電気機器Ｇ，計測制御Ｇ

第二保全部 環境施設Ｇ
安全総括部 品質保証Ｇ

差異無し
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参考

（訂正箇所の詳細説明及び3号炉是正処置との関係性）



【参考】熱時効の対象機器抽出について
50

日本原子力学会標準

原子力発電所の高経年化対策実施基準

当社は右記フローの通り，最高使用温度で抽出した
後，実際の使用温度でスクリーニングを実施し評価
対象を選定

C.5 ステンレス鋼鋳鋼の熱時効

C.5.2 評価対象

－使用温度が250℃以上の部位

－使用材料がステンレス鋼鋳鋼の部位

・

・

ここで「使用温度」については

・機器の設計時に考慮している「最高使用温度」

・実際の運転中や冷温停止中等の「使用時の温度」

の2種類がある。

例：RPVの一次冷却材バウンダリを構成する弁のため

設計上の最高使用温度は「302℃」

実際の弁は格納容器外に設置されており建屋

の室温下にあるため使用時の温度は「250℃以下」
ステップ1：最高使用温度250℃以上の部位

フローに基づく温度のスクリーニングイメージ

ステップ2:使用温度250℃以上の部位

今回抽出誤りが発生した3系統の弁については

➢ ステップ2で抽出した弁を評価対象とするところ

➢ ステップ1の抽出で抽出された弁を評価対象機器とした。

事象である。

スクリーニング



委託先 評価書（案）の作成

作業ステップ 本来実施すべきであった流れ 今回実施有無

評価対象抽出 設備の仕様調査結果から材料（ステンレス鋳鋼）と
最高使用温度が250℃以上となる設備を抽出

○

抽出された設備に対して使用温度を確認しスクリー
ニングフローにて最終的な熱時効の評価対象を抽出

× 要因①
背後要因：要因②

評価書の作
成・審査

評価を実施し評価書（案）を作成・審査。
特記事項がある場合はコメント管理表に記載

△ 要因③,④

評価書送付 評価書（案）と評価書（案）に対する特記事項を
「コメント管理表」に記載し当社に送付

○

当社（主管G） 評価書（案）の確認・審査・承認

作業ステップ 本来実施すべきであった流れ 今回実施有無

評価対象抽出の
チェック

仕様調査結果から材料（ステンレス鋳鋼）と最高
使用温度が250℃以上となる設備を抽出している
か確認

○

実際の使用温度を確認しスクリーニングフローに
基づき抽出されているか確認

× 要因⑤
背後要因：要因⑥

評価内容の
チェック

熱時効の対象設備として抽出された設備に対して
評価内容が正しいかチェック

△ 要因⑦

評価書
審査・承認

評価書の審査・承認 ○

【参考】原因分析
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当社における高経年化技術評価書作成の流れ（熱時効の対象設備）

原因3：主管Gは熱時効事象分類スクリーニングフローがある
ことを知らなかった

→要因⑤詳細抽出熱時効事象分類スクリーニングフローが社内
の手順やガイドに記載が無かった。

→要因⑥高経年化技術評価Gは熱時効事象分類スクリーニングフ
ローを5号炉の高経年化技術評価にて作成し補足説明資料に反映
をしたが，その際に社内の手順・ガイド等へ反映することを議
論しなかった。

原因4：主管Gは抽出結果の誤りに気がつかなかった

→要因⑦実施基準の経年劣化メカニズムまとめ表に記載の劣化
事象と相違が無く，また「○事象」と抽出後の評価内容に間違
いは無かったため，評価対象抽出の誤りに気がつかなかった。

原因1：使用温度で判断するところ最高使用温度で判断した

→要因①熱時効事象分類スクリーニングフローが手順に明確に
なっていなかった。また当社からの委託仕様に熱時効について
は当社が定めた熱時効事象分類スクリーニングフローを使用す
る記載がなかった

→要因②評価対象を判断する仕様調査表に最高使用温度の記載
はあったが，使用温度の記載項目がなかったため，弁担当者は
最高使用温度で判断した。

原因2：評価結果の特記事項や先行号炉からの変更点につい
て議論・共有がされなかった。

→要因③誤って抽出した弁は先行号炉から変更となっているこ
とを委託先の弁担当者は認識していたが，委託先内での議論や
共有することを失念した。よって先行号炉からの変更がコメン
ト管理表に記載されなかった。

→要因④コメント管理表の作成タイミングや共有すべき内容が
明確に定められていなかった。

当社（高経年化評価G） 評価書（案）の確認・審査・承認

作業ステップ 実施内容 今回実施有無

製本 横並びチェック・製本化 ○

【参考】熱時効事象分類スクリーニングフローが作成された経緯
・2019年に実施した5号炉の高経年化技術評価にて作成

・熱時効の評価について，ヒアリングにて説明をする際に明確になっているフローが
無かったため，作成し評価書の内容を補足する「補足説明資料」に反映

・本フローの記載は後続号炉も補足説明資料にのみ記載,社内手順への反映はなし要因⑤⑥

当社

委託先
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対策5:高経年化技術評価に関するガイドに明記

高経年化評価Gは高経年化技術評価に必要な実務内容を記載した高
経年化技術評価に関するガイドに「熱時効事象分類スクリーニングフ
ロー」を記載し，熱時効については本フローに基づき対象となる機器

を抽出することを明記する。

対策4（当社・委託先共通）：後続号炉への反映

現在実施している実施連絡会，作業WGの内容に最終補正申請後に
後続号炉への反映事項等の振り返りを実施するホールドポイントを追
加し，次号炉への反映事項等について手順・ガイド等への反映を行う

その他：関係者への周知

本事象の内容について実施連絡会及び作業WGにて高経年化技術評
価の関係者に周知を実施した。（委託先を含む）

対策1:手順に明記

当社は委託の仕様書に熱時効の抽出にあたっては，詳細抽出フロー
を使用することを明記し委託先は評価手順書に，熱時効のスクリーニ
ングフローを明記する。

対策2：仕様調査項目の追加

評価対象機器に抽出された機器に対して仕様調査表に，熱時効抽出
の際に使用する使用温度の項目を追加する。

対策3：コメント管理表の運用明確化

評価手順書に，コメント管理表の運用方法を明確化する（記載項目
記載すべき内容，作成時期など）。

当社

委託先

原因4：主管Gは抽出結果の誤りに気がつかなかった

→要因⑦実施基準の経年劣化メカニズムまとめ表に記載の劣化
事象と相違が無く，また「○事象」と抽出後の評価内容に間違
いは無かったため，評価対象抽出の誤りに気がつかなかった。

原因1：使用温度で判断するところ最高使用温度で判断した

→要因①熱時効事象分類スクリーニングフローが手順に明確に
なっていなかった。また当社からの委託仕様に熱時効について
は当社が定めた熱時効事象分類スクリーニングフローを使用す
る記載がなかった

→要因②評価対象を判断する仕様調査表に最高使用温度の記載
はあったが，使用温度の記載項目がなかったため，弁担当者は
最高使用温度で判断した。

原因2：評価結果の特記事項や先行号炉からの変更点につい
て議論・共有がされなかった。

→要因③誤って抽出した弁は先行号炉から変更となっているこ
とを委託先の弁担当者は認識していたが，委託先内での議論や
共有することを失念した。よって先行号炉からの変更がコメン
ト管理表に記載されなかった。

→要因④コメント管理表の作成タイミングや共有すべき内容が
明確に定められていなかった。

原因3：主管Gは熱時効事象分類スクリーニングフローがある
ことを知らなかった

→要因⑤詳細抽出熱時効事象分類スクリーニングフローが社内
の手順やガイドに記載が無かった。

→要因⑥高経年化評価Gは熱時効事象分類スクリーニングフロー
を5号炉の高経年化技術評価にて作成し補足説明資料に反映をし
たが，その際に社内の手順・ガイド等へ反映することを議論し
なかった。
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◆ 柏崎刈羽３号炉の高経年化技術評価にて先行号炉の設備情報を参照したこと等による多くの設備情報の誤りが生じた対策と
して実施した是正処置と４号炉にて発生した熱時効抽出誤り事象について高経年化技術評価の流れに対して関係性を確認

高経年化技術評価の流れ

➢3号炉で発生した事例の概要
３号炉の情報を使用すべきところ，その情報を得ることができなかった

ため，設備主管グループは，３号炉高経年化技術評価結果への影響がない
と判断しただけで２号炉の情報を参照した。その際３号炉の情報を得るこ
とができないという状況に対して，所内関係者において広く共有・議論・
判断されないまま，２号炉の情報を参照し評価書を作成してしまった。

→評価対象設備の仕様調査及び設備情報を評価へ展開する段階おいて発生
した問題

➢4号炉で発生した熱時効抽出誤り
高経年化技術評価に必要な手順（熱時効詳細判断フロー）が評価に使用

する手順やガイドに記載されていなかったことが主な原因である。
また過去に実施した高経年化技術評価時やヒアリング等において決めら

れたノウハウや評価判断基準が適切に社内の評価手順やガイドに反映され
ていなかった。

→評価段階において発生した問題

✓ まとめ
４号炉の事例は，技術評価段階に発生した事例であるため，３

号炉是正処置内容が直接的な是正処置事項とはなっていないこと
から，今回の事例を防ぐ事が出来なかったものと考えている。

なお是正処置であるプロジェクトリーダーの関わり方や懸案が発生した
場合の情報共有・課題解決については,今回の熱時効抽出誤りが確認され
た際,プロジェクトリーダー指示の元，速やかに実施連絡会・作業WGを開
催し，事象の周知や類似事象の調査指示を行っており，是正処置として実
施していたプロジェクト体制による情報共有や課題解決は有効に機能して
いる。



【参考】表記の誤り 変更前後表（案）
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